
令和 4年 10月 28 日 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について 

 

 当院では、令和 4 年 11 月 1 日よりマイナンバーカードが健康保険証（マイナ保険証）として利用できます。 

 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 

 

 ご不明な点がございましたら、受付までお問い合わせください。 

 当院に設置したカードリーダーの取り扱いについては以下をご参照ください。 

 

 


